
       三重県熊野古道センター（仮称） 
常設展示実施設計企画提案プロポーザル参加仕様書 

 
１ 企画提案プロポーザルの目的 
  平成１６年７月に世界遺産登録された熊野古道の世界的な価値とその保全を、住民及びこの地域へ 
 の来訪者に紹介するとともに、さらに現地への導入を図ることを目的として、三重県が設置する三重 
 県熊野古道センター（仮称）に整備する常設展示について、実施設計委託者を企画提案プロポーザル 
 で選定することで、より斬新で優秀な企画提案を選択することを目的とする。 
 
２ 委託業務の内容 
（１）委託業務名      「三重県熊野古道センター（仮称）常設展示実施設計業務」 
（２）委託期間        契約の日から平成１７年３月１８日（金） 
（３）成果品の体裁・部数等  製本綴 Ａ２版 ２０部 
               電子データ一式（ＣＤ－ＲＯＭ焼付け） 
（４）成果品の提出期限    期間満了の７日前とする。 
（５）その他、具体的内容については別紙「三重県熊野古道センター（仮称）常設展示実施設計企画提 
  案プロポーザル実施要領」及び「三重県熊野古道センター（仮称）常設展示実施設計企画提案プロ 
  ポーザル特記仕様書」による。 
 
３ 企画提案プロポーザルの実施方法 
  この参加仕様書に基づき提出された企画提案資料について、別に設置する「三重県熊野古道センタ 
 ー（仮称）常設展示実施設計企画提案プロポーザル選定委員会」においてその内容の審査を行い、見 
 積価格を勘案のうえ総合的に最優秀提案を決定する。 
（１）企画提案資料提出期限 
  平成１６年１１月２５日（木）１７時 必着 郵送か直接持参に限ります。 
（２）企画提案資料提出先 
  三重県教育委員会生涯学習分野文化財保護室 
   〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地 
   ℡ 059-224-2646     FAX  059-224-2408    E-mail   bunkazai@pref.mie.jp 
（３）プレゼンテーションの実施 
  プレゼンテーションについては、次のとおり行う。 
  ① 参加者多数の場合、事前に提出された企画提案資料に基づき、「選定委員会」により書類審査 
   し、適正と判断された１０件程度について、後日プレゼンテーションを行うものとする。 
  ② 書類審査の適否評価の結果及びプレゼンテーションの細目については改めて通知する。 
 
４ 企画提案プロポーザル参加資格 
  プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 
 （１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 



（２） 設計者に選定された場合、委託期限内に当該常設展示の実施設計が完了できる体制にあり、 
   企画提案資料提出時の当該設計業務の総括責任者が実際に業務を担当できる者であること。 
（３） 企画提案資料提出時において、国（公社、公団及び独立行政法人を含みます。）、県又は他の 
   地方公共団体から展示設計業務に関して、指名停止を受けていない者であること。 
（４） 参加申込日において、当該参加者が会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づく更正手 
   続開始若しくは更正手続開始の申立がなされていないこと又は民事再生法（平成 11 年法律第 
   225 号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされていないこと。 
（５） 三重県会計規則（昭和 39 年三重県規則第 15 号）第 60 条第３項の規定による三重県における 
   物件の買い入れ等に係る競争入札参加者参加資格者名簿に平成 16 年 12 月１日現在で登録さ 
   れていること。（現在未登録の場合は、11 月 22 日（月）までに三重県出納局に申請する事） 

５ 提出を求める企画提案資料の内容 
  提出する企画提案資料は下記により、２０部提出する。 
 （１）企画提案書（Ａ３判２枚）  
   ・重点課題及び取り組み方針 
   ・展示の基調となる材質・色彩の計画 
   ・説明パネル等のイラストレーションのイメージ（イラストを計画する場合） 
 （２）企業概要・設計書等（Ａ４判）  
   ・委託業務にかかる設計及び積算内容  
   ・委託業務進行の全体フロー 

・委託業務の執行体制（総括責任者・○○担当主任技術者・○○担当技術者等の区別。また、協

力事務所があれば併記する。） 
     ※提出書類の様式等は別途定める。 
 
６ その他 
（１）説明会の開催 
   平成１６年１１月１６日（火） １３：３０～１５：００ 
    三重県尾鷲総合庁舎 ２０３会議室  （三重県尾鷲市坂場１１６１）及び 
    熊野古道センター（仮称）建設予定地 （三重県尾鷲市向井字村島 34 番地の４） 
（２）質問期間の設定 
   平成１６年１１月９日（火）～１１月２３日（火） 
   当該委託業務に関する質問及び回答はＥ－mail（アドレス：bunkazai@pref.mie.jp）で行う。 
   内容は三重県のホームページ上（http://www.pref.mie.jp/chiiki/gyousei/center）で公開する。 
    ※選定委員への質問は厳禁。失格とする場合があるので注意する事。 
（３）企画提案に要する費用の負担 
   企画提案プロポーザル参加者の負担とする。 
（４）企画提案資料の終了後の扱い 
   提出された資料は原則返却しない。 
   提出された資料は情報公開の対象とする。 


